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【説明資料】千葉市ホームレスの自立の支援等に関する第４次実施計画について

生活困窮者自立支援法の改正や国の基本方針の改正等
を踏まえ、本市のホームレス等の自立をより一層推進す
るために具体的な行動計画を策定する。
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ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者等に対する「予防に向けた支援」、ホームレスに対す
る「早期発見に向けた支援」や「自立に向けた包括的支援」の実施のほか、ホームレス生活を脱却し、再びホー
ムレス状態等に陥ることがないよう継続した支援を必要とする者に対する「自立生活を継続するための支援」を
支援の柱として、ホームレス状態等に陥らないための社会の創出に向けた支援を行う。

本市のホームレス数の推移

① 居住に関する支援の連携構築
自立相談支援機関と居住支援協議会や居住支援法人等が連携し、安定した住まいの確保に向けて、居住サ

ポート住宅などの民間賃貸住宅の情報提供を行う。
また、その後も引き続き安定した暮らしが継続できるように住まいの様々な相談に連携して対応していく。

② 庁内連携体制の強化
施設管理者と福祉部門（保護課等）の連携体制が認識できるよう、ホームレスへの対応フローを明記する。

令和８年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までの５年間とする。
ただし、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が令和９年８月で失効する見込みであり、その場合は、

以降の期間について「千葉市貧困対策アクションプラン」等への統合を検討する。

１．趣旨

２．第４次計画の概要

３．第４次計画から新たに追加する項目

４．計画期間
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（参考）千葉市の居住支援の概要

相談者（生活・住まいの相談等）

高齢

子ども

障害

行政

地域

自立相談支援機関窓口
（生活自立・仕事相談セン

ター）

生活の課題

居住支援法人

大家

家賃保障会社

住まいの課題

千葉市居住支援協議会窓口
（すまいサポートちば）

複合的な課題に対し多機関が連携して支援

生活困窮者自立支援法の改正（令和７年４月１日施行）において、住宅確保が困難な者へ、入居時から入居
中、そして退去時までの一貫した居住支援を強化することとされた。

生活・住まいの状況は相談者によって様々であり、個々のニーズに応じた対応を行うことができるよう、生
活自立・仕事相談センターと居住支援協議会等と連携を強化することにより、住まいの様々な相談対応を行い、
関係者と共に入居後までの一貫した居住支援を行うとともに、高齢や障害などの専門機関と連携し、必要な支
援に繋ぐようにする。

【居住支援法人】
住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人として、
住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供や相談・
見守りなど要配慮者への生活支援等を行います。

【居住支援協議会】
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図
る目的で、地方公共団体、宅地建物取引業者、居住支援団体等
が連携して設立する協議会です。



（参考）生活困窮者自立支援法の改正関連資料
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